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現状と課題 

現状 

 日本の労働者雇用状況 

 人手不足 

 
課題 

 持続的に成長していくには 

 非正規労働者の活躍 

 選ばれる企業 

 
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 2025 2035 2045 2055 2065

日本の人口の推移 

生産年齢人口（15～64歳）割合 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらのグラフは日本の人口の推移を表しています。少子高齢化の進展により、生産年齢人口も減少し、企業の人材不足が深刻さをましていきます。こちらのグラフは日本の人口の推移を表しています。赤いグラフは12歳から64歳までの生産年齢人口の割合を示しており、右肩下がりになっているのがわかります。そのような中でも企業が持続的に成長していくためには、通常の労働者のみならず、短時間労働者、有期雇用労働者が活躍できる職場環境を整備し、労働者から選ばれる企業となることが重要です。



賃金カーブ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者　いわゆる非正規労働者は働く人全体の約４割をしめています。こちらのグラフは「厚生労働省」の資料　平成29年賃金構造基本統計調査によるものです。青いグラフが正社員、赤いグラフが正社員以外、みどりのグラフが短時間正社員で、むらさきのグラフが短時間労働の正社員以外に区分されています。青いグラフは正社員ですが、青いグラフ以外と比較すると賃金に大きな差があることがわかります。このように非正規労働者の待遇は、正規労働者に比べて大きな差がある。といわれています。



取組みが必要な労働者 

取組みが必要な労働者 
 短時間（パートタイム）労働者 

 有期雇用労働者 

比較対象となる通常労働者 

 

 

取組みが必要な待遇 
基本給 

賞与 

手当 

福利厚生 

教育訓練 

安全管理 

などすべての待遇 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回の法律改正は「同一企業内における」いわゆる正社員と非正規雇用労働者です。取組み対応が必要な労働者は、短時間労働者や有期雇用労働者です。労働者から説明を求められた場合は、短時間労働者や有期雇用労働者に対し、通常の労働者との間の待遇差の内容や、その理由について説明することが義務化されます。説明にあたって比較する通常の労働者は、だれかということです。職務の内容等が、最も近い通常の労働者が、比較対象になります。また取組が必要な待遇は、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理などすべての待遇になります。



均等待遇と均衡待遇の違い 

均等待遇 （同じ） 
① 職務の内容 

② 職務の内容+配置の変更の範囲 

 

 

均衡待遇 （バランス） 
① 職務の内容 

② 職務の内容+配置の変更の範囲 

③ その他の事情 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることを禁止しています。 その中心となる考え方が、いわゆる「均等待遇」と「均衡待遇」です。 向かって左側の均等待遇は、待遇決定に当たって、短時間・有期雇用労働者が通常の労働者と同じいわゆるイコールで取り扱われることです。ただし、同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。 向かって右側の均衡待遇は、短時間・有期雇用労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との間に不合理な待遇差がないこと、つまり、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他 の事情、の違いに応じた範囲内で待遇が決定されることを指します。



雇用形態の確認 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
では、実際に不合理な待遇差を点検・検討する検討手順をご説明します。まずは、短時間労働者や有期雇用労働者はいますか？いない場合は、対応の必要はありません。いる、場合には正社員と短時間労働者や有期雇用労働者の待遇に違いはありますか？ない、　場合は　今すぐ対応すべき課題はありません。待遇に違いがある場合は、　待遇の違いが　働き方や役割の違いに応じたものであると説明ができますか？できる場合は、労働者から説明を求められたときに待遇の違いの内容や不合理な待遇の差ではない理由について説明できるよう整理しておきましょう。待遇に違いがあり働き方や役割の違いに応じたものであると説明ができない場合は、待遇の違いが不合理である　と判断される可能性があるので、不合理な待遇の違いの改善に向けて取組を進めましょう。



待遇の 
状況確認・整理 

基本給 
役職手当 
通勤手当 
賞与 
時間外手当 
家族手当 
住宅手当等 

同一労働同一賃金 

ガイドラインの概要 

ガイドライン（指針）： 
原則となる考え方と具体例を示したもの 
厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000190591.html 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
対象となる短時間・有期雇用労働者と、正社員との間で、待遇の取り扱いに違いがあるか、ある場合は、どのような理由で違いを設けているのかそれぞれ確認と検討が必要になります。基本給、各手当、賞与、時間外手当　すべての待遇について確認と検討をしていきます。時間外手当については、正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行った場合は、同一の割増率で支給しなければなりません。家族手当・住宅手当などはガイドラインには示されていませんが、均衡及び均等待遇の対象となっており、各社の労使で個別的に議論していくことがのぞましいでしょう。なお、あらゆる待遇、たとえば給食施設、休憩室、更衣室、転勤者用社宅、また教育訓練などについても検討する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html


待遇の確認 

基本給編 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは基本給から。最も職務内容が近い正社員と比較します。基本給の決定において、決定要素はどの程度重要か当てはまるものに○をつけていきます。また勘定される要素に違いがある場合は職務内容及び人財活用の仕組みや運用などの観点から違いを設けている理由を書き出してみましょう。



待遇の確認 

手当編 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に各種手当について現在の待遇の状況を確認します。正社員には、通勤手当を実費で支給しているが、短時間・有期雇用労働者に支給していない。違いを設けている理由は、契約期間に定めがあり、職務内容が正社員と異なるため支給していない。



待遇の確認 

賞与編 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に賞与の現在の待遇を確認します。記載例３は賞与を支給している理由は、会社の利益を分配することによって、社員の士気を高めるために支給してる。違いを設けている理由は、短時間・有期雇用労働者には定型業務であり、ノルマを課していないため一律の支給としている。記載例４は会社の利益分配することによって、功労報奨（こうろうほうしょう）のために支給している。違いを設けている理由が人事評価を行っておらず、貢献度を評価できていないため支給していない。



不合理な待遇差の解消 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
待遇差の解消に向けて例１通勤手当です。通勤手当は通勤に必要な実費を支給しているので、労働契約の期間の定めの有無や職務内容が異なることで、通勤に必要な費用を支給しない理由にはならないので　支給することを検討する。例３正社員は責任が重く複雑な業務を行っており、会社の業績への貢献が悪ければ賞与を支給しないことがある。一方、短時間・有期雇用労働者には、貢献に見合った金額を支給しており、その違いが不合理とはいえないため、直ちに対応は不要と考える。賞与の例４は人事評価を行わないことが賞与を支払わない理由にはならないので人事評価を行い成績などを踏まえた賞与の支給をおこなうことを検討する。法施行（せこう）までの間に計画的な改善に向けた取組を始めましょう。



参考情報 代表的な裁判例 

最高裁判決の意義 

1. ハマキョウレックス事件 

2. 長澤運輸事件 

今後注目の裁判 

1. 産業医科大学事件 

2. 大阪医科薬科大学事件 

3. メトロコマース事件 

4. 日本郵政事件 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは、労働契約法に基づく裁判例をご紹介します。ハマキョウレックス事件運送会社で働く契約社員のドライバーが、職務の内容が同一である正社員のドライバーとの間に待遇差を設けるのは無効であると訴えました。その結果、６つの手当について、正社員との間に待遇差を設けることは「不合理」あるいは「不合理ではない」と判断され ました。長澤運輸事件運送会社で働く、　定年後に再雇用された嘱託社員で有期雇用労働者の乗務員が、職務の内容が同一である　正社員の乗務員　との間に　待遇差を設けるのは無効であると訴えました。その結果５つの手当について　正社員との間に待遇差を設けることが　「不合理」あるいは「不合理ではない」と判断されました。ガイドラインに基本的な考え方が示されていない住宅手当、家族手当などについては、個々の待遇の「性質や目的」を踏まえ　待遇差に関する　3　考慮（こうりょ）要素に基づき判断されますが、合理的な労使の慣行（かんこう）、事業主と労働組合のあいだの交渉といった　労使交渉の経緯も　「その他の事情」として考慮されうると考えられます。まずは事業主が法の趣旨に沿って判断することが必要です。



待遇差の説明義務 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/cont
ent/000656094.pdf 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
待遇差の説明義務労働者から待遇について説明を求められたときには、説明書を活用してわかりやすい説明に努めましょう。この説明書モデルは厚生労働者のホームページからダウンロードすることができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000656094.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000656094.pdf


行政ＡＤＲ①都道府県労働局長による紛争解決の援助 ②均衡待遇調停会議による調停 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
行政ＡＤＲは、労働者と事業主との間の紛争を裁判以外の方法で解決する手続きです。都道府県労 働局では、労働者と事業主の間でトラブルが生じた場合、当事者の一方又は双方の申出があれば、ト ラブルの早期解決のための援助を行っています。 パートタイム・有期雇用労働法の施行後は、「均衡待遇」、「待遇差の内容・理由に関する説明」に ついても、行政ＡＤＲの対象となります。トラブル解決のための援助には、次の２つの方法があります。①都道府県労働局長による紛争解決の援助 ②均衡待遇調停会議による調停 この２つの制度は、都道府県労働局長又は調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、 両当事者の納得が得られるよう解決策を提示し、紛争の解決を図ることを目的とした行政サービスです。それぞれの制度の特徴を十分に理解した上で、ご希望の解決方法を選択してください。



ご清聴ありがとうございました 

宮城働き方改革推進支援センター 
 
仙台市宮城野区原町1-3-43  
     アクス原町ビル201 
 
ＴＥＬ  ：0120-97-8600 
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